
平成１７年度厚生労働省関係財政投融資資金計画案の概要

(単位：億円)

平成1６年度 平成1７年度
区 分 摘 要

計 画 額 計 画 額

6,877 7,083○独立行政法人福祉医療機構

１．福祉医療貸付事業 4,318 4,679 ・民間社会福祉事業施設等及び民間医
療関係施設等に対する融資

２．年金担保貸付事業 2,559 2,404 ・年金制度の受給者に対する小口融資

2,348 2,233○国 民 生 活 金 融 公 庫

１．生活衛生資金貸付 2,300 2,200 ・生活衛生関係営業者に対する融資

２．年金教育資金貸付 48 33 ・年金制度の被保険者に対する教育資
金の融資

441 376 ・再編成整備、老朽建替整備、医療機○独立行政法人国立病院機構
械整備等

38 103 ・国立国際医療センター病棟更新築整○国立高度専門医療センター
備、医療機械整備等特別会計

6 10 ・民間で進められる医薬品、医療機器○独立行政法人医薬基盤
等の研究開発における実用化研究の研 究 所
支援のための委託事業等

9,710 9,805合 計

-1-



区 分 改 善 内 容 等

独立行政法人福祉医療機構

　福祉医療貸付事業 貸付条件の改善

(1)　福祉貸付

　　 償還方法の改善等
　　　 元金償還の据置期間（２年以内）の導入等を行う。

(2)　医療貸付

　   マンモグラフィ（乳房断層撮影装置）の特例貸付
       病院、診療所に係る「機械購入資金」の特例として、マンモグラフィを購入
       する場合、建築資金との併せ融資に限らず、単独でも融資することとする。

国民生活金融公庫

　生活衛生資金貸付 貸付対象の拡充

(1)  クリーニング業法改正に伴い、クリーニング業を営んでいるものが「取次店」
     に業態転換した場合、当該取次店を貸付対象に追加

(2)  業績が悪化している生活衛生関係営業者であって、都道府県生活衛生営業指導
　　 センターが実施する経営改善指導を受けて経営体質の改善強化を図るものを貸
　　 付対象に追加

(3)  小企業等設備改善資金特別貸付制度の貸付限度額及び貸付期間に係る特例措置
     の取扱期間を１年間延長
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平成17年度厚生労働省関係財政投融資資金計画案の原資の内訳 （参考）

（単位：億円）

平成16年度 平成17年度
区 分 原        資

計 画 額 財政融資資金等 自己資金等 計　画　額 財政融資資金等 自己資金等

独立行政法人福祉医療機構 6,877 3,989 2,888 7,083 3,994 3,089

(注１) (600) (1,190)

　福祉医療貸付事業 4,318 3,467 851 4,679 3,697 982

(300) (790)

  年金担保貸付事業 2,559 522 2,037 2,404 297 2,107

(300) (400)

国 民 生 活 金 融 公 庫 2,348 2,233
　　　　　　 (注２)

　生活衛生資金貸付 2,300 - - 2,200 - -

  年金教育資金貸付 48 - - 33 - -

独立行政法人国立病院機構 441 441 0 376 290 86

(注１) (30)

国立高度専門医療センター 38 38 0 103 103 0

特別会計

独立行政法人医薬基盤研究所 6 0 10 0

　　　　　　 (注３)

合 計 9,710 4,474 2,888 9,805 4,397 3,175

(600) (1,220)

（注１）自己資金等の欄の（ ）書は、財投機関債の発行額（自己資金等の額の内数）である。

（注２）生活衛生資金貸付及び年金教育資金貸付（国民生活金融公庫）の原資については、国民生活金融公庫に一括計上している。

（注３）独立行政法人医薬基盤研究所の平成１６年度欄は独立行政法人医薬品医療機器総合機構の額である。　

原        資

[産投特会　6] [産投特会　10]
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